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①文教厚生

②無所属

③会社役員

④４７歳

①文教厚生

②無所属

③医師

④４９歳

①文教厚生

②公明党

③無職

④５０歳

①文教厚生

②日本共産党

③簡易旅館経営

④５５歳

①産業建設

②無所属

③農業

④５７歳

①文教厚生

②無所属

③会社役員

④６７歳

①総務

②無所属

③会社員

④５９歳

①産業建設

②無所属

③電気設備業

④６０歳

①産業建設

②無所属

③損保代理業

④６６歳

①総務

②無所属

③農業

④６８歳

①産業建設

②無所属

③会社員

④５４歳

①総務

②日本共産党

③農業

④４６歳

①産業建設

②無所属

③建築設計士

④５２歳

①産業建設

②無所属

③飲食店経営

④５５歳

①総務

②無所属

③会社役員

④５８歳

①総務

②無所属

③農業

④７８歳

①文教厚生

②無所属

③無職

④６３歳

①総務

②無所属

③会社役員

④５３歳
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新
議
員
に
よ
る
西
郷
村
議
会　
　
　
　

　
　
　
　
　

臨
時
会
が
開
催
さ
れ
る

常任委員会とは

　地方自治法第１０９条の規定により、そ
の所管に属する市町村の事務に関する調査
を行い、議案・陳情等を審査する議会の中
にある組織です。
【各委員会の所管する事務】
◇総務常任委員会
　　総務課、税務課、企画調整課、会計室
　及び議会、選挙管理委員会、監査委員の
　所管に属する事項、また他の常任委員会
　に属しない事項
◇産業建設常任委員会
　　農政課、商工観光課、農業委員会及び
　建設課の所管に属する事項
◇文教厚生常任委員会
　　住民生活課、健康推進課、上下水道課
　及び教育委員会の所管に属する事項

   
議  

長

  

副
議
長

議
席
番
号
・
氏
名
（
敬
称
略
）

〇
当
選
回
数

①
常
任
委
員
会
名　

②
党
派

③
職
業　

④
年
齢　

　

四
月
二
十
二
日
に
行
わ
れ
た
、

西
郷
村
議
会
議
員
一
般
選
挙
で
当

選
を
果
た
し
た
十
八
名
の
新
議
員

に
よ
る
、
平
成
十
九
年
第
一
回
西

郷
村
議
会
臨
時
会
が
五
月
九
日
開

か
れ
ま
し
た
。

　

は
じ
め
に
議
長
、
副
議
長
の
選

挙
が
行
わ
れ
、
新
し
い
議
長
に
高

木
信
嘉
氏
、
副
議
長
に
鈴
木
宏
始

氏
が
、
そ
れ
ぞ
れ
選
任
さ
れ
ま
し

た
。
高
木
議
長
は
就
任
あ
い
さ
つ

で
「
開
か
れ
た
議
会
を
目
指
し
、

み
な
さ
ま
の
ご
協
力
を
お
願
い
し

た
い
」
と
述
べ
、
副
議
長
も
「
議

会
の
ス
ム
ー
ズ
な
運
営
の
た
め
議

長
を
補
佐
し
ま
す
」
と
あ
い
さ
つ

し
ま
し
た
。

　

こ
の
後
、
各
常
任
委
員
会
の
構

成
も
決
ま
り
（
下
表
）
さ
っ
そ
く

西
郷
村
税
条
例
の
一
部
を
改
正
す

る
条
例
と
平
成
十
九
年
度
施
工
み

ず
ほ
保
育
園
新
築
工
事
請
負
契
約

に
つ
い
て
、議
案
の
審
議
に
入
り
、

新
し
い
議
会
が
ス
タ
ー
ト
し
ま
し

た
。

高た
か
ぎ木  

信の
ぶ
よ
し嘉  

⑤

鈴す
ず
き木  

宏ひ
ろ
し始  

⑥　

佐さ
と
う藤  

厚あ
つ
し
お潮　

①

岩い
わ
し
な科  

弘ひ
ろ
ず
み純　

①

南み
な
み
だ
て舘 

か
つ
え 

① 

藤ふ
じ
た田  

節せ
つ
お夫　

①

金か
ね
た田  

裕ゆ
う
じ二　

①

仁に
へ
い平  

喜き

よ

じ
代
治 

①

秋あ
き
や
ま山  

和か
ず
お男　

②

德と
く
だ田　

進
す
す
む　

  

②

小こ
ば
や
し林  

重し
げ
お夫　

②

白し
ら
い
わ岩  

征せ
い
じ治　

②

矢や
ぶ
き吹  

利と
し
お夫　

③

上う
え
だ田  

秀ひ
で
と人　

③

森も
り　

健け
ん
い
ち一　

③

後ご
と
う藤　

功
い
さ
お　

⑤

大お
お
い
し石  

雪せ
つ
お雄   

⑥

室む
ろ
い井  

清き
よ
お男   

⑨

  西  郷  村  議  会  構  成

議　長　高木信嘉

副議長　鈴木宏始

　 常 任 委 員 会
特  別  委  員  会
（必要がある場合、　　
議会の議決で設置）

　総　務
常任委員会

 産業建設
常任委員会

 文教厚生
常任委員会

◎上田　秀人
○後藤　　功
　岩科　弘純
　仁平喜代治
　白岩　征治
　森　　健一

◎白岩　征治
○秋山　和男
　上田　秀人
　大石　雪雄
　室井　清男
　高木　信嘉

◎森　　健一
○矢吹　利夫
　金田　裕二
　德田　　進
　小林　重夫
　後藤　　功

◎仁平喜代治
○佐藤　厚潮
　岩科　弘純
　南舘かつえ
　藤田　節夫
　鈴木　宏始

　議　会
運営委員会

◎委  員  長
○副委員長
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平成 19 年度住民税改正に伴うお知らせ

　税源移譲により、国（所得税）から地方（住民税）へ税源が移し変えられたことによるもので、所

得税と住民税を合わせた負担額はこれまでと変わりません。（ただし、定率減税の廃止・収入の増減

など、別の要因により実際の負担額は変動いたします。）

　税制改正により平成 19 年度から適用となる個人住民税の主な改正点は、次のとおりです。

定 率 減 税 の 内 容

平成 18年度 個人住民税所得割額の 7.5％相当額（上限 2万円）を控除

平成 19年度以降 廃　　止

　年齢 65 歳以上（＊）の方で前年の合計所得金額が 125 万円以下の方にかかる非課税措置が廃止され
ました。ただし緩和措置として、平成19年度は均等割額と所得割額の３分の２の金額で課税されます。

所 得 割 均 等 割

平成 18年度 本来の税額の３分の１の金額で課税 1,600 円

平成 19年度 本来の税額の３分の 2の金額で課税 3,200 円

平成 20年度以降 本来の税額で課税（全額課税） 5,000 円
（＊）「年齢 65歳以上」とは、平成 17年１月１日現在 65歳以上の方（昭和 15年１月２日以前に

　生まれた方）をいいます。

■問合せ　税務課賦課係　☎２５－１１１３

３. 年齢 65 歳以上で合計所得金額が 125 万円以下の方の課税制度の見直し

　村県民税の税率が変更されることにより、これまで退職所得の計算に用いていた「地方税法別表」
は使用せず、下の計算式で税額を算出することになりました。

4. 退職所得に係る村県民税の変更（平成 19 年１月１日以降）

⑴税額の計算式
　（退職金の収入金額－退職所得控除額）× 1/2 ×税率× 90％（＊）

　　　（＊）当分の間は求めた税額から 10％相当の金額が控除されます。

⑵税率

◇住民税均等割（生計同一の妻）の非課税措置が廃止されています。
　平成１６年度の税制改正により、住民税均等割の納税義務を有する夫と生計を一にする妻で、夫と
同じ市町村に住所を有する者に対する非課税措置が廃止されています。
　パート収入は通常、給与所得となります。所得税の計算では、パートの年収が 103 万円の場合、
給与所得控除額（65 万円）を差し引いた給与所得は 38 万円となり、さらに基礎控除額（38 万円）
が差し引かれると課税所得が０円になるので所得税はかかりません。
　住民税は非課税となる所得が別に定められていますので、年収が 103 万円以下でも税金がかかる
場合があります。

パートや内職等の合計収入
93万円超 100 万円以下 100 万円超 103 万円以下 103 万円超

住民税均等割 　　　  ○（課税）              ○（課税）     ○（課税）
住民税所得割 ×              ○（課税）     ○（課税）
所得税 × ×     ○（課税）

１. 個人住民税の定率減税の廃止

２. 個人住民税の所得割の税率が 10％に統一されます
平成18年 12月 31日まで

課税所得金額 税率（村県民税）
200 万円以下 　５％
200 万円超 700 万円以下 １０％
700 万円超 １３％

平成 19 年 1 月 1 日から
課税所得金額 税率（村県民税）

一律

10％

（内村民税分 6％）

（内県民税分 4％）

⇒

（内訳）
村民税　3％
県民税　2％

（内訳）

村民税　8％
県民税　2％

（内訳）

村民税　10％
県民税　  3％

5％課税

10％課税

13％課税

0円～ 200 万円～ 700 万円～（課税所得）

10％課税（一律）

課税所得　200 万円以下の税率は 5％

課税所得　200万円超～ 700万円以下の税率は 10％

課税所得　700 万円超の税率は 13％

課税所得にかかわらず、
一律 10％

0 円～（課税所得）

（内訳）

村民税　６％
県民税　４％

平成 18 年度分まで 平成 19 年度分から

⇒

《その他 参考》
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増
額
の
手
続
き
は
？

　

制
度
改
正
に
伴
う
受
給
者
（
既

に
児
童
手
当
の
申
請
を
し
て
い
る

方
）
か
ら
の
増
額
の
手
続
き
は
、

必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

支
給
は
い
つ
か
ら
？

　

改
正
は
、四
月
分
か
ら
で
す
が
、

支
払
は
、
六
月
（
二
〜
五
月
分
）

に
な
り
ま
す
。（
児
童
手
当
の
支

払
時
期
は
通
常
、
六
月
・
十
月
・

二
月
の
年
三
回
、
そ
れ
ぞ
れ
の
前

月
分
ま
で
が
支
給
に
な
り
ま
す
。）

三
歳
に
な
っ
た
ら
？

　

三
歳
の
誕
生
月
ま
で
は
、
出
生

順
位
に
か
か
わ
ら
ず
一
律
月
額

一
万
円
で
す
が
、
第
一
子
、
第
二

子
の
お
子
さ
ん
は
、
誕
生
月
の
翌

月
か
ら
従
来
ど
お
り
月
額
五
千
円

に
な
り
ま
す
。

　

子
育
て
を
行
う
家
庭
の
経
済
的
負
担
の
軽
減
を
図

る
観
点
か
ら
児
童
手
当
法
が
改
正
さ
れ
、
三
歳
未
満

の
乳
幼
児
に
対
す
る
児
童
手
当
額
が
、
第
一
子
及
び

第
二
子
に
つ
い
て
、
出
生
順
位
に
か
か
わ
ら
ず
、
一

律
月
一
万
円
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
今
回
の
制
度
改
正
に
よ
り
対
象
と
な
る
方

で
、
現
在
、
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い
る
場
合
、

手
続
き
は
不
要
で
す
。

　

児
童
手
当
制
度
は
、
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
に
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
家
庭
に
お
け
る
生

活
の
安
定
に
寄
与
す
る
と
と
も

に
、
次
代
の
社
会
を
に
な
う
児
童

の
健
全
な
育
成
及
び
資
質
の
向
上

に
資
す
る
こ
と
を
目
的
に
し
て
い

ま
す
。

　

児
童
手
当
は
、
十
二
歳
到
達
後

の
最
初
の
三
月
三
十
一
日
ま
で
の

間
に
あ
る
児
童
（
小
学
校
終
了
前
の

児
童
）
を
養
育
し
て
い
る
方
に
支
給

さ
れ
ま
す
。
た
だ
し
、
前
年
の
所
得

が
一
定
額
以
上
の
場
合
に
は
、
児
童

手
当
は
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
。

　

所
得
制
限
限
度
額
は
、前
年
（
一

月
か
ら
五
月
ま
で
の
月
分
に
つ
い

て
は
前
々
年
）
の
所
得
額
で
判
定

し
ま
す
。

　

ま
た
、
所
得
に
は
一
定
の
控
除

が
あ
り
ま
す
。

　

な
お
、
所
得
制
限
限
度
額
は
年

に
よ
っ
て
変
更
さ
れ
る
こ
と
が
あ

り
ま
す
の
で
、
詳
し
く
は
村
窓
口

へ
お
問
い
合
せ
く
だ
さ
い
。
具
体

的
な
所
得
制
限
限
度
額
は
次
の
と

お
り
で
す
。

　

四
月
か
ら
児
童
手
当
法
の
改
正

に
よ
り
、
〇
歳
か
ら
三
歳
未
満
の

乳
幼
児
（
第
一
子
及
び
第
二
子
）

を
養
育
し
て
い
る
方
に
対
す
る
児

童
手
当
の
額
が
増
額
に
な
り
ま
し

た
。

　

た
だ
し
、
支
給
対
象
年
齢
、
所

児童の出生順位 支給月額
第１子・第２子 5,000 円
第３子以上 10,000 円

◆平成 19 年３月分まで（改正前）

◆平成 19 年４月から（改正後）
児童の年齢及び出生順位 支給月

（１人につき）

備考

３歳の誕生月

まで

第１子・第２子 10,000 円 増額

第３子以降 10,000 円 現行どおり

３歳の誕生月の

翌月分から

第１子・第２子 5,000 円 現行どおり

第３子以降 10,000 円 現行どおり

児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

児
童
手
当
制
度
に
つ
い
て

拡
充
の
内
容

拡
充
の
内
容

平成 19年４月１日から平成 19年４月１日から
　　　　　　　児童手当が増額になりました　　　　　　　児童手当が増額になりました

■
問
合
せ

健
康
推
進
課
地
域
福
祉
係

　

☎
２
５
│
３
９
１
０

扶養親族等の人数 国民年金加入者 厚生年金等加入者
０人 460 万円 532 万円
１人 498 万円 570 万円
２人 536 万円 608 万円
３人 574 万円 646 万円
４人 612 万円 684 万円
５人 650 万円 722 万円

注１）所得税法に規定する老人控
除対象配偶者又は老人扶養親族が
ある者についての限度額（所得額
ベース）は上記の額に当該老人控
除対象配偶者又は老人扶養親族
親族１人につき６万円を加算した
額。
注２）扶養親族等の数が６人以上
の場合の限度額（所得額ベース）
は、１人につき 38 万円（扶養親
族等が老人控除対象配偶者又は老
人扶養親族であるときは44万円）
を加算した額。

得
制
限
限
度
額
、
三
歳
以
上
の
手

当
額
等
の
変
更
は
あ
り
ま
せ
ん
。

児童手当所得制限限度額表児童手当所得制限限度額表

　

福
島
県
総
合
社
会
福
祉
施
設
太

陽
の
国
敷
地
内
の
桜
を
多
く
の
人

に
楽
し
ん
で
も
ら
お
う
と
「
第
二

回
源
流
の
郷
西
郷
さ
く
ら
祭
り
」

が
四
月
十
四
日
か
ら
二
十
日
ま
で

行
わ
れ
ま
し
た
。

　

西
郷
さ
く
ら
祭
り
は
、
村
区
長

会
長
を
中
心
と
し
た
源
流
の
郷
西

郷
さ
く
ら
祭
り
実
行
委
員
会
が
、

福
島
県
地
域
づ
く
り
サ
ポ
ー
ト
事

業
の
助
成
を
受
け
、
毎
年
開
催
し

て
い
ま
す
。

　

イ
ベ
ン
ト
デ
ー
と
し
て
十
四
日

と
十
五
日
の
二
日
間
開
催
さ
れ
、

白
河
フ
ラ
ダ
ン
ス
教
室
に
よ
る
フ

ラ
ダ
ン
ス
、
下
郷
町
の
大
川
渓
流

太
鼓
な
ど
各
種
団
体
に
よ
る
発
表

と
地
場
産
品
の
販
売
や
模
擬
店
、

フ
リ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
が
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

会
場
を
訪
れ
た
方
は
、
那
須
連

峰
と
桜
を
背
景
に
し
た
ス
テ
ー
ジ

を
楽
し
ん
だ
り
、
地
元
の
特
産
品

を
使
っ
た
お
菓
子
や
模
擬
店
で
売

ら
れ
る
焼
き
そ
ば
や
だ
ん
ご
な
ど

を
食
べ
て
春
の
暖
か
な
一
日
を
楽

し
み
ま
し
た
。

春の陽気に誘われて…

桜
を
楽
し
む

県
内
外
か
ら
６
千
人
が
来
場

第２回源流の郷西郷さくら祭り

　

第
二
回
源
流
の
郷
さ
く
ら
祭
り

開
催
期
間
中
に
同
時
開
催
と
し
て

「
第
三
回
観
桜
健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン

グ
大
会
」
が
四
月
十
五
日
に
「
太

陽
の
国
」
を
中
心
に
約
三
百
名
の

参
加
者
が
自
分
の
体
調
に
合
わ
せ

二
・
一
㎞
、
三
・
五
㎞
、
七
・
五
㎞

の
各
コ
ー
ス
に
挑
戦
し
ま
し
た
。

　

参
加
者
は
、
咲
き
始
め
た
桜
の

景
色
を
眺
め
な
が
ら
自
分
の
ペ
ー

ス
で
健
康
ウ
ォ
ー
キ
ン
グ
を
楽
し

み
、
さ
わ
や
か
な
汗
を
流
し
ま
し

た
。 歩

き
な
が
ら
楽
し
む
桜
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　まきば保育園とみずほ保育園合同の「幼年消

防入団式」が、まきば保育園で行われました。

菊池副村長と西郷村消防団長のあいさつに続き

180 名の園児たちが「わたしたちは絶対火遊

びはしません」と大きな声で「誓いの言葉」を

述べました。式終了後、ミニ消防車に乗せても

らい大喜びでした。

　むかしむかし、ある所に・・・で始まる「お

はなし会」が川谷小学校で行われました。これ

は、村の中央公民館の主催によるもので、しら

かわ語りの会の須藤さち子さんと露木則子さん

が、おはなししました。エプロンシアターでは、

お話の人形などが次々とエプロンから飛び出し

児童を喜ばせました。その他大型かみしばいや

腹話術などを披露し、川谷小学校の全学年 45

名は、おはなしに聞き入っていました。

　明治 40 年生まれの金井鉄一さんが百歳を迎え、

菊池副村長より賀寿と祝い金が贈られました。

　金井さんは現在、表郷の「聖・オリーブの郷」

で生活しており、毎日趣味の将棋を楽しんだり、

テレビの相撲、時代劇などを見て過ごしていま

す。また特にスイカが大好物ということで、大き

なスイカをプレゼントされ、とても嬉しそうでし

た。

　平成 19 年度「寿学級」の開講式が、温泉健康

センターで行われました。この日は、村長による

講話が行われ約 100 名の学級生は、西郷村の歴

史など興味深いお話に、真剣なまなざしで聞き

入っていました。その後、血圧測定なども実施さ

れ、保健師による「健康管理について」の、お話

もありました。今後は、楽しみながら生きがいを

見いだす趣味の講座が予定されています。　

　‘由井ケ原に来てから 50 年よくも生きて来たものぞ　柏の
林に笹ばかり　根

こんげん

元作りの小屋を建て　雨風よけて耐え忍
ぶ’ と、あらゆる難関を乗り越えて来た先人の様子が、うた
われております。由井ケ原愛睦会が、後世に史実を伝えるた
めに建立しました。

　この日、ディサービスセンター・ふれあいの

家にボランティアのみなさんが訪れ、利用者と

共に、昔なつかしい歌など大きな声で歌って楽

しいひとときを過ごしました。いつもふれあい

の家では、10 時に利用者を迎えると、それぞ

れの体調管理を行い、入浴や昼食、そしてレク

リェーションなどを実施しています。

    

▲由井ケ原公民館脇に建てられた由井ケ原開拓之碑

　温泉健康センターちゃぽランド西郷では、ロ

ビーに村内各学校の児童、生徒の作品を展示し

入場者に喜ばれています。今年から始まったも

ので、６月上旬までは川谷小学校児童の絵と書

を見ることができます。その後は、西一中６月、

西二中７月、川谷中８月と各学校の生徒の作品

を展示する予定です。
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西郷村中央公民館図書室だより

「 廃棄物の野焼き禁止 」

■問合せ　税務課　☎２５－１１１３

　
「
税
」
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
、
学
校
や

道
路
等
の
公
共
施
設
の
建
設
や
ゴ
ミ
処
理
な
ど

様
々
な
所
で
使
わ
れ
て
い
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　

身
近
な
「
税
」
に
つ
い
て
、
仕
組
み
や
役
割
に

つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

「督促手数料と滞納処分 」
シリーズ─⑥

　
「
税
」
は
、
私
た
ち
の
生
活
の
中
で
、
学
校
や

道
路
等
の
公
共
施
設
の
建
設
や
ゴ
ミ
処
理
な
ど

様
々
な
所
で
使
わ
れ
て
い
る
大
切
な
財
源
で
す
。

　

身
近
な
「
税
」
に
つ
い
て
、
仕
組
み
や
役
割
に

つ
い
て
シ
リ
ー
ズ
で
お
知
ら
せ
し
ま
す
。

●督促手数料

●滞納処分
　滞納された方には、文書や電話、あるいは訪問して納税のお願い
をします。

　それでも納付していただけない場合は、納期限内に納付した方と

の公平性を保つためにも、その方の財産（給与、預貯金、不動産、

電話加入権など）を差押えることになります。

　村税は、村の様々な事業を行うための費用を所得や資産の状況
等に応じて、村民に公平に負担して頂いているものです。
　村税を滞納されると、納期限内に納付した方との公平性を保つ
ために納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかか

ることを先月号でお知らせいたしました。

　各税金等の納期を過ぎると「督促状」が送られます。これが届

いたときは督促手数料を納めなければなりません。督促手数料は

100 円です。

　また、その督促状を発した日から起算して 10 日を経過した日

までにこの税金に係る徴収金を納付しない場合は、滞納処分を受

けることになります。

　※納付の確認に日数（７～ 10 日程度）を要します。

　すでに納められていても、行き違いで督促状が発送されてしま

　う場合がありますので、ご了承ください。

　

　

県
立
移
動
図
書
館
「
あ
づ
ま
号
」
が
や
っ
て
き
ま
す
。
文
化
セ
ン
タ
ー

図
書
室
に
は
な
い
図
書
を
手
に
す
る
こ
と
が
で
き
る
良
い
機
会
で
す
の

で
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、「
あ
づ
ま
号
」
巡
回
に
伴
い
、
６
月
６
日
よ
り
「
県
立
図
書
コ
ー

ナ
ー
」
の
貸
出
を
お
休
み
に
し
、
入
れ
か
え
作
業
が
終
了
次
第
、
再
開
い

た
し
ま
す
。

　

中
央
公
民
館
図
書
室
で
は
、
み
な
さ
ん

が
読
み
た
い
本
の
リ
ク
エ
ス
ト
を
受
け
付

け
て
お
り
ま
す
。
読
み
た
い
本
が
図
書
室

に
所
蔵
さ
れ
て
い
な
い
場
合
、
図
書
室
入

口
に
あ
る
、
購
入
希
望
図
書
カ
ー
ド
に
記

入
し
て
く
だ
さ
い
。　

問
合
せ
は

　

西
郷
村
文
化
セ
ン
タ
ー
内

　

中
央
公
民
館　

℡
２
５
ー
２
７
５
５

★ 次の場合は例外として焼却が認められています。  
◎国、県や市町村が河川などを管理するうえで排出
　した刈り草、切った枝などの焼却
◎震災などの災害によって発生した木くずなどの焼却
◎風俗習慣又は宗教上の行事を行うための焼却（ど
　んど焼きなど）
◎農作業、森林管理などで行われる収穫後のつるや
　刈り草などの焼却 
◎日常生活を営むうえで行っている焚き火、キャン
　プファイヤーなど  
※農作業で発生した " 農業用廃ビニール " をそのま
　ま野焼きすることは、適正な焼却には当たりませ 
　ん。適切な設備で確実な処理を行わなくてはいけ
　ません。

　焼却炉を使わずに、木くず、紙くず、廃プラスチッ
ク、ビニールなどの廃棄物をそのまま積み上げて燃
やしたり、穴を掘って燃やしたりすることを『野焼
き』と言い、法律で禁止されています。また、ドラ
ム缶、ブロックを積み上げただけの炉や設備の十分
でない焼却炉での焼却も野焼きと同じことと見なさ
れます。  　
　適正な廃棄物の焼却とは、構造設備の整った焼却炉
で、適切な方法で燃やす場合などのことを言います。

■問合せ──
　住民生活課　生活安全係　☎ 25-2197
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寝
具
洗
濯
乾
燥
消
毒
サ
ー
ビ
ス

事
業
（
第
１
回
）

　

在
宅
で
生
活
す
る
寝
た
き
り
等
の
高

齢
者
の
方
や
、
身
体
障
が
い
者
の
方
の

寝
具
類
の
衛
生
向
上
を
図
り
、
居
宅
生

活
で
の
就
寝
の
快
適
化
と
健
康
保
持
の

促
進
を
目
的
と
し
、年
２
回
（
７
月
中
旬
、

２
月
頃
予
定
）
実
施
し
ま
す
。

　

な
お
、
ご
利
用
の
際
に
は
料
金
の
一

部
を
負
担
し
て
い
た
だ
き
ま
す
。

●
利
用
で
き
る
方

　

西
郷
村
に
住
所
が
あ
り
、
居
宅
す
る

65
歳
以
上
の
高
齢
者
の
方
、
40
歳
以
上

の
重
度
身
体
障
が
い
者
の
方
（
障
が
い

程
度
が
１
、２
級
）
で
あ
っ
て
、
次
の
一

つ
に
該
当
し
、
家
庭
に
お
い
て
は
寝
具

類
の
洗
濯
乾
燥
が
困
難
な
方
。

⑴
高
齢
者
の
方

　

・
要
介
護
３
以
上
に
認
定
さ
れ
た
方
。

　

・
１
人
暮
ら
し
の
方
（
た
だ
し
、
世

帯
が
別
で
も
同
居
の
方
が
い
る
場

合
や
同
一
敷
地
内
に
家
族
が
住
ん

で
い
る
場
合
は
で
き
ま
せ
ん
。）

　

・
65
歳
以
上
の
み
で
構
成
さ
れ
た
世

帯
の
方
。

⑵
重
度
身
体
障
が
い
者
の
方

　

・
寝
た
き
り
の
重
度
身
体
障
が
い
者

等
の
方
。

　

・
１
人
暮
ら
し
の
方
（
た
だ
し
、
世

帯
が
別
で
も
同
居
の
方
が
い
る
場

合
や
同
一
敷
地
内
に
家
族
が
住
ん

で
い
る
場
合
は
で
き
ま
せ
ん
。）

　

・
身
体
障
が
い
者
の
み
の
世
帯
の
重

度
身
体
障
が
い
者
の
方
。

●
対
象
と
な
る
寝
具
及
び
利
用
予
定
金
額

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
別
表
参
照
）

　

・
寝
具
の
区
分
ご
と
に
各
２
枚
ま
で
と　

　

し
、
合
計
３
枚
ま
で
を
限
度
と
し
ま
す
。

　

・
健
康
布
団
、
特
種
布
団
類
、
パ
ジ

ャ
マ
類
は
対
象
外
で
す
。

　

・
対
象
寝
具
以
外
は
実
費
と
な
り
ま
す
。

●歯科医　休日当番日
  6. 3 泉 崎 歯 科 医 院（泉崎村）☎ 53-2945
  6.10 酒 井 歯 科 医 院（矢吹町）☎ 42-2303
  6.17 た ま ち 歯 科 医 院（矢吹町）☎ 44-4889
  6.24 佐 久 間 歯 科 医 院（矢吹町）☎ 44-3118

●今月の納税

村 県 民 税（全　期・１　期）

７月２日（月）までにお納めください。
※納税は便利な口座振替で

⑸
父
が
引
き
続
き
１
年
以
上
遺
棄
し
て

い
る
児
童

⑹
父
が
法
令
に
よ
り
引
き
続
き
１
年
以

上
拘
禁
さ
れ
て
い
る
児
童

⑺
母
の
婚
姻
に
よ
ら
な
い
で
生
ま
れ
た

児
童

⑻
孤
児
な
ど
で
、
父
母
が
い
る
の
か
否

か
不
明
の
児
童

●
次
の
よ
う
な
場
合
は
手
当
は
支
給
さ

　

れ
ま
せ
ん
。

⑴
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
対
象

と
な
る
児
童
が
日
本
に
住
所
を
有
し

な
い
場
合

⑵
対
象
と
な
る
児
童
が
父
又
は
母
の
死

亡
に
つ
い
て
支
給
さ
れ
る
公
的
年
金

を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合

⑶
対
象
と
な
る
児
童
が
父
も
し
く
は
母

の
死
亡
に
つ
い
て
労
働
基
準
法
の
規

定
に
よ
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
場
合

⑷
対
象
と
な
る
児
童
が
父
に
支
給
さ
れ

る
公
的
年
金
給
付
の
加
算
の
対
象
と

な
っ
て
い
る
場
合

⑸
対
象
と
な
る
児
童
が
里
親
に
委
託
さ

れ
て
い
る
場
合

⑹
対
象
と
な
る
児
童
が
児
童
福
祉
施
設

（
保
育
所
・
通
園
施
設
を
除
く
）
な
ど

に
入
所
し
て
い
る
場
合

⑺
対
象
と
な
る
児
童
が
母
の
配
偶
者
（
婚

姻
の
届
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事
実

上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る

者
も
含
む
）
に
養
育
さ
れ
て
い
る
場

合
⑻
母
又
は
母
に
か
わ
っ
て
そ
の
児
童
を

養
育
し
て
い
る
人
が
、
公
的
年
金
を

受
け
る
こ
と
が
で
き
る
場
合
や
、
児

童
の
父
又
は
母
の
死
亡
に
伴
い
支
給

さ
れ
る
遺
族
補
償
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
る
場
合

■
問
合
せ　

健
康
推
進
課（
地
域
福
祉
係
）

特
別
児
童
扶
養
手
当

　

特
別
児
童
扶
養
手
当
は
、
身
体
ま
た
は

精
神
に
障
が
い
の
あ
る
児
童
を
監
護
又
は

養
育
し
て
い
る
人
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
受
給
資
格
者

　

身
体
又
は
精
神
に
中
度
又
は
重
度
の

障
が
い
（
政
令
別
表
第
３
に
該
当
）
を

有
す
る
20
歳
未
満
の
児
童
を
監
護
し
て

い
る
父
も
し
く
は
母
、
又
は
父
母
に
か

わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
。

●
次
の
よ
う
な
場
合
は
手
当
は
支
給
さ

れ
ま
せ
ん
。

⑴
手
当
を
受
け
よ
う
と
す
る
人
、
対
象

と
な
る
児
童
が
日
本
に
住
所
を
有
し

な
い
場
合

⑵
児
童
が
肢
体
不
自
由
児
施
設
や
知
的

障
が
い
児
施
設
な
ど
の
施
設
に
入
所

し
て
い
る
場
合

⑶
児
童
が
障
が
い
を
理
由
と
し
て
厚
生

年
金
な
ど
の
公
的
年
金
を
受
け
る
こ

と
が
で
き
る
場
合

■
問
合
せ　

健
康
推
進
課（
地
域
福
祉
係
）

児
童
手
当
の
申
請
及
び
現
況
届

　

児
童
手
当
は
、
小
学
校
修
了
ま
で
の

児
童
（
12
歳
到
達
後
最
初
の
３
月
31
日

ま
で
の
間
に
あ
る
児
童
）
を
養
育
し
て

い
る
方
に
支
給
さ
れ
る
手
当
で
す
。

　

出
生
や
西
郷
村
に
転
入
さ
れ
た
と
き

は
、
そ
の
時
点
で
必
ず
児
童
手
当
の
申

請
を
し
て
く
だ
さ
い
。
児
童
手
当
は
、

認
定
請
求
書
を
提
出
し
た
日
の
属
す
る

月
の
翌
月
分
か
ら
支
給
と
な
り
、
請
求

の
手
続
き
を
し
な
い
と
受
給
で
き
な
い

制
度
で
す
の
で
、
忘
れ
ず
に
請
求
し
て

く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
６
月
は
児
童
手
当
現
況
届
け

を
提
出
す
る
時
期
で
す
。
児
童
手
当
を

現
在
受
給
さ
れ
て
い
る
方
に
は
、
健
康

推
進
課
よ
り
現
況
届
け
を
送
付
い
た
し

ま
す
の
で
、
６
月
中
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。
提
出
し
な
い
場
合
は
、
支
給
停

※
１
回
目
は
７
月
19
日
㈭
で
す
。

●
申
込
み

　

健
康
推
進
課
に
あ
る
申
請
書
に
記
入

　

し
て
、
６
月
29
日
㈮
ま
で
に
申
し
込

　

ん
で
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

健
康
推
進
課（
高
齢
者
福
祉
係
）

　
児
童
扶
養
手
当

　

児
童
扶
養
手
当
は
、
父
と
生
計
を
同

じ
く
し
て
い
な
い
児
童
が
育
て
ら
れ
て

い
る
家
庭
の
生
活
の
安
定
と
自
立
を
助

け
る
た
め
に
、
児
童
の
母
や
母
に
か
わ

っ
て
そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
に

支
給
さ
れ
ま
す
。
父
と
生
計
を
同
じ
く

し
て
い
て
も
、
父
の
心
身
に
一
定
の
障

が
い
が
あ
る
場
合
に
は
支
給
さ
れ
ま
す
。

●
受
給
資
格
者

　

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
18
歳
に

達
す
る
日
以
後
の
最
初
の
３
月
31
日
ま

で
の
間
に
あ
る
（
心
身
に
一
定
の
障
が

い
が
あ
る
と
き
は
20
歳
未
満
）
児
童
を

監
護
し
て
い
る
母
又
は
母
に
か
わ
っ
て

そ
の
児
童
を
養
育
し
て
い
る
人
。

⑴
父
母
が
離
婚
し
た
後
、
父
と
生
計
を

同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

⑵
父
が
死
亡
し
た
児
童

⑶
父
が
一
定
の
障
が
い
の
状
態
に
あ
る

児
童

⑷
父
の
生
死
が
明
ら
か
で
な
い
児
童

●小児科医　休日当番日（白河地区）
  6. 3 岡﨑小児科内科医院（白河市）☎ 23-7811
  6.10 関 医 院（白河市）☎ 23-3003
  6.17 関 根 医 院（白河市）☎ 27-3060
  6.24 樋口小児クリニック（矢吹町）☎ 42-2040

●内科医　休日当番日（白河地区）
  6. 3 つかはら内科クリニック（白河市）☎ 24-1011
  6.10 南湖こころのクリニック（白河市）☎ 23-4401
  6.17 関 根 医 院（白河市）☎ 27-3060
  6.24 千 葉 医 院（白河市）☎ 24-2080

※電話案内　しらかわ救急情報センター　☎ 23-9909
（看護師が電話にて当番医の紹介や当番医以外の専門医等の紹介や
場所の案内をします。）

各課直通電話番号
課局室名 電話番号 課局室名 電話番号

総 務 課 25-1112 企 画 調 整 課 25-2943
税 務 課 25-1113 上下水道課（上水道）

                                                                                        （下  水  道 ）
25-2962
25-2912住民生活課（住　　民）

                                                                                        （生 活 安 全 ）
25-1114
25-2197 会 計 室 25-2934

行政サービスセンター 31-2237 議 会 事 務 局 25-2980
健康推進課（保健・国保）
                （地域福祉・高齢者福祉・介護保険）

25-1115
25-3910

農業委員会事務局 25-2946
西郷村土地改良区 25-1116

包括支援センター・在宅介護支援センター 25-5121 学 校 教 育 課 25-2370
商 工 観 光 課 25-2910 学校給食センター 25-1256
農 政 課 25-1116 生 涯 学 習 課 25-2371

建 設 課 25-1117
25-1118 代 表 25-1111

別表）対象となる寝具及び利用予定金額

区　　分 種　　類 金額（予定）

掛 布 団 類
綿 布 団 220 円前後
羊 毛 布 団 300 円前後
羽 毛 布 団 400 円前後

敷 布 団 類
綿 布 団 220 円前後
羊 毛 布 団 300 円前後
羽 毛 布 団 400 円前後

毛 布 類
綿 毛 布 50 円前後
羊 毛 毛 布 120 円前後
二 重 毛 布 130 円前後

寝 巻 類 丹 前 120 円前後
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【
第
４
回
】

　
　

10
月
17
日
㈬　

学
科
講
習

　
　

10
月
24
日
㈬　

実
技
講
習

　
【
第
５
回
】

　
　

11
月
7
日
㈬　

学
科
講
習

　
　

11
月
14
日
㈬　

実
技
講
習

　
【
第
６
回
】

　
　

平
成
20
年
1
月
17
日
㈬　

学
科
講
習

　
　

平
成
20
年
1
月
24
日
㈬　

実
技
講
習

※
詳
し
い
内
容
に
つ
き
ま
し
て
は
、
問
合

　

せ
て
く
だ
さ
い
。
な
お
、
学
科
及
び
実

　

技
で
１
セ
ッ
ト
で
す
。
各
回
の
授
業
の

　

内
容
は
同
一
で
す
。

●
時
間　

各
９
時
30
分
〜
11
時
30
分

●
場
所　

福
島
県
県
南
保
健
福
祉
事
務
所

■
問
合
せ　

　

福
島
県
県
南
保
健
福
祉
事
務
所

　

衛
生
推
進
グ
ル
ー
プ
食
品
衛
生
チ
ー
ム

　

☎
２
２
｜
５
４
８
７

ふ
く
し
ま
駅
伝
西
郷
村
チ
ー
ム

候
補
選
手
募
集

　

村
で
は
、
選
手
発
掘
の
た
め
、
選
手
選

考
記
録
会
を
開
催
い
た
し
ま
す
。

　

走
り
に
自
信
が
あ
る
方
！
西
郷
村
の
代

表
選
手
を
目
指
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

健
康
料
理
教
室

●
内
容　
《
調
理
実
習
》

　

メ
タ
ボ
リ
ッ
ク
シ
ン
ド
ロ
ー
ム
予
防
大

　

作
戦
「
内
臓
脂
肪
を
減
ら
し
ま
し
ょ
う
」

●
日
時　

６
月
20
日
㈬
・
21
日
㈭

　

９
時
45
分
〜
13
時

●
場
所　

西
郷
村
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　

多
目
的
研
修
室
・
調
理
室

●
定
員　

各
日
定
員
20
名

●
締
切　

６
月
15
日
㈮

●
参
加
費　

調
理
材
料
費　

２
０
０
円

●
持
参
品　

エ
プ
ロ
ン
・
三
角
巾

■
問
合
せ　

健
康
推
進
課
（
保
健
係
）

飼
い
犬
の
し
つ
け
方
教
室

●
日
程

　
【
第
１
回
】

　
　

６
月
13
日
㈬　

学
科
講
習

　
　

６
月
20
日
㈬　

実
技
講
習

　
【
第
２
回
】

　
　

７
月
28
日
㈯　

夏
休
み
親
子
講
座

　
【
第
３
回
】

　
　

9
月
12
日
㈬　

学
科
講
習

　
　

9
月
19
日
㈬　

実
技
講
習

電
波
利
用
保
護
旬
間

(

６
月
１
日
〜
10
日)

　

目
に
見
え
な
く
て
も
、
不
法
電
波
は

私
た
ち
の
暮
ら
し
や
社
会
の
迷
惑
で
す
。

　

電
波
は
み
ん
な
の
財
産
で
す
。「
不
法

無
線
局
」
を
な
く
し
、
正
し
く
電
波
を

使
い
ま
し
ょ
う
。

■
電
波
の
混
信
・
妨
害
の
問
合
せ　

　

総
務
省
東
北
総
合
通
信
局
相
談
窓
口

　

☎
０
２
２
｜
２
２
１
｜
０
６
４
１

来
春
卒
業
予
定
者
求
人
申
込
説
明
会

●
日
時　

６
月
８
日
㈮　

14
時

●
開
催
場
所　

　

白
河
地
域
職
業
訓
練
セ
ン
タ
ー

　
（
白
河
市
中
田
140
）

●
対
象
事
業
所　

平
成
20
年
３
月
新
規
学

　

校
卒
業
予
定
者
（
大
卒
等
を
含
む
）
を

　

採
用
予
定
の
事
業
所

■
問
合
せ　

白
河
公
共
職
業
安
定
所

　

☎
２
４
｜
１
２
５
６

●
日
時　

６
月
23
日
㈯　

９
時　

ス
タ
ー
ト

●
場
所　

島
倉
シ
ス
テ
ッ
ク
㈱
前
集
合

●
対
象
者　

村
内
在
住
の
中
学
生
以
上

●
距
離　

男
性
５
㎞
・
女
性
３
㎞

●
締
切　

６
月
15
日
㈮

■
問
合
せ　

生
涯
学
習
課（
体
育
振
興
係
）

平
成
20
年
歌
会
始

●
お
題　
「
火
」

　
（
例
）
と
も
し
び
（
灯
火
）・
ほ
む
ら
（
火

　
　
　

群
）・
ほ
な
か
（
火
中
）
な
ど　

※
必
ず「
火
」の
文
字
を
使
用
し
て
く
だ
さ
い
。

●
詠
進
歌
の
詠
進
要
領

　

①
詠
進
歌
は
、
お
題
を
詠
み
込
ん
だ
自

　
　

作
の
短
歌
で
一
人
一
首
と
し
、
未
発

　
　

表
の
も
の
。

　

②
書
式
は
、
半
紙
（
習
字
用
の
半
紙
）

　
　

を
横
長
に
用
い
る
こ
と
。

　
　
（
記
入
の
仕
方
は
左
記
図
参
照
）

　 　

て
税
額
が
計
算
さ
れ
ま
す
。

【
税
率
】

　

取
得
の
時
期
に
よ
っ
て
、
左
記
図
の
税

　

率
が
適
用
さ
れ
ま
す
。

●
新
築
、
増
築
等
家
屋
の
不
動
産
取
得

　

税
の
納
期
に
つ
い
て

　

平
成
18
年
中
に
木
造
家
屋
又
は
100
㎡
以

下
の
非
木
造
家
屋
を
新
築
、
増
築
等
し
た

と
き
の
不
動
産
取
得
税
は
、
県
南
地
方
振

興
局
県
税
部
か
ら
送
付
さ
れ
る
納
税
通
知

書
に
よ
り
、
最
寄
り
の
金
融
機
関
か
ら
６

月
15
日
㈮
ま
で
に
納
め
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

福
島
県
県
南
地
方
振
興
局

　

県
税
部　

２
３―

１
５
１
７

止
に
な
り
ま
す
。

●
必
要
書
類

　

・
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等
の
コ
ピ
ー

　
　
（
保
護
者
）

　

・
印
鑑
（
朱
肉
を
使
用
す
る
も
の
）

　

・
今
年
１
月
１
日
現
在
で
西
郷
村
に
住

　
　

所
が
な
か
っ
た
方
は
、
そ
の
と
き
住

　
　

所
の
あ
っ
た
市
区
町
村
で
発
行
さ
れ

　
　

る
平
成
19
年
度
児
童
手
当
用
所
得
証

　
　

明
書
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

※
な
お
、
西
郷
村
か
ら
転
出
す
る
と
き

　

は
継
続
し
て
手
当
を
受
給
で
き
る
よ

　

う
転
出
先
で
も
忘
れ
ず
に
児
童
手
当

　

の
申
請
を
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

健
康
推
進
課（
地
域
福
祉
係
）

商
業
統
計
調
査
に
ご
協
力
下
さ
い

　

６
月
１
日
現
在
で
、
商
業
統
計
調
査

が
全
国
一
斉
に
実
施
さ
れ
て
お
り
ま
す
。

　

こ
の
調
査
は
、
統
計
法
に
基
づ
い
て

実
施
さ
れ
る
国
の
重
要
な
調
査
で
す
。

全
国
の
民
営
の
小
売
業
及
び
卸
売
業
の

事
業
所
す
べ
て
が
対
象
と
な
り
ま
す
。

　

調
査
の
結
果
は
、
国
や
都
道
府
県
、

市
区
町
村
に
お
け
る
商
業
の
振
興
、
中

心
市
街
地
の
活
性
化
な
ど
の
施
策
を
進

め
る
う
え
で
の
重
要
な
基
礎
資
料
と
し

て
利
用
さ
れ
て
い
る
ほ
か
、
個
々
の
事

業
所
が
経
営
指
針
を
作
る
際
に
も
役
立

っ
て
い
ま
す
。

　

各
事
業
所
に
お
伺
い
す
る
調
査
員
は
、

「
調
査
員
証
（
顔
写
真
入
り
の
身
分
証
明

書
）」
を
携
帯
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
提
出
さ
れ
た
調
査
票
は
、
統

計
法
に
よ
り
厳
重
に
秘
密
が
守
ら
れ
、

統
計
作
成
の
目
的
以
外
に
は
一
切
使
用

す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

皆
様
の
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま

す
。

■
問
合
せ　

企
画
調
整
課（
広
報
統
計
係
）

農
地
の
権
利
移
動
お
よ
び
転
用

　

農
地
の
権
利
移
動
・
転
用
に
は
許
可

が
必
要
で
す
。

・
お
互
い
の
農
地
（
田
・
畑
）
を
交
換
し

　

た
と
き
（
農
地
法
第
３
条
）

・
農
家
の
方
が
耕
作
す
る
目
的
で
、
他
の

　

人
か
ら
農
地
を
求
め
る
と
き

　
（
農
地
法
第
３
条
）

　

農
業
委
員
会
の
許
可
を
得
て
移
転
登

　

記
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

・
自
分
の
農
地
に
住
宅
・
事
務
所
・
工
場

　

な
ど
を
建
築
し
、
農
地
以
外
に
利
用

　

す
る
と
き
（
農
地
法
第
４
条
）

　

農
業
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
県
知

　

事
の
許
可
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
許

　

可
を
受
け
た
後
、
地
目
変
更
の
登
記

　

手
続
き
も
必
要
と
な
り
ま
す
。

・
農
地
を
求
め
て
住
宅
・
ア
パ
ー
ト
・
事

　

務
所
を
建
築
す
る
な
ど
、
農
地
以
外

　

に
利
用
す
る
と
き
（
農
地
の
使
用
貸

　

借
等
の
権
利
設
定
も
含
み
ま
す
。）

　
（
農
地
法
第
５
条
）

　

農
業
委
員
会
の
承
認
を
受
け
て
県
知

　

事
の
許
可
が
必
要
で
す
。
ま
た
、
許

　

可
を
受
け
た
後
、
所
有
権
及
び
地
目

　

変
更
の
登
記
手
続
き
も
必
要
と
な
り

　

ま
す
。

※
詳
し
い
内
容
に
つ
い
て
は
左
記
ま
で

　

問
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

農
業
委
員
会
事
務
局

不
動
産
取
得
税
の
税
率
等
の
お
知
ら
せ

●
不
動
産
取
得
税
に
つ
い
て

　

県
内
の
土
地
・
家
屋
を
取
得
す
る
と
、

不
動
産
取
得
税
が
課
税
さ
れ
ま
す
。

【
税
額
】　

　

取
得
し
た
と
き
の
不
動
産
の
価
格
×
税
率

※
平
成
21
年
３
月
31
日
ま
で
に
宅
地
評
価

　

土
地
を
取
得
し
た
と
き
の
不
動
産
取
得

　

税
は
、
土
地
の
価
格
を
２
分
の
１
に
し

不動産の取得の時期 区分 税率

 H15.3.31 まで
 住宅以外の家屋及び土地 4％
 住宅 3％

 H15.4.1 から

 H18.3.31 まで
 すべての不動産 3％

 H18.4.1 から

 H20.3.31 まで

 住宅以外の家屋 3.5％
 土地及び住宅 3％

 H20.4.1 から

 H21.3.31 まで

 住宅以外の家屋 4％
土地及び住宅 3％

デンパ君

お
題
「
火
」

、、、、、、、、、、、、、、、、、、

、、、、、、、、、、、、、、、、、、

〒住

所

電
話
番
号

氏ふ

り

が

な名

　
　

生
年
月
日

職

業
（
や
ま
お
り
）

書 式 図
（ 横 長 ）
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③
用
紙
は
、
半
紙
と
し
、
毛
筆
で
自

　
　

書
す
る
こ
と
。

　

④
病
気
又
は
身
体
が
不
自
由
の
た
め

　
　

毛
筆
に
て
自
書
す
る
こ
と
が
で
き

　
　

な
い
場
合

　
　

ア
、
代
筆
（
墨
書
）
に
よ
る
。
代

　
　
　

筆
の
理
由
、
代
筆
者
の
住
所
及

　
　
　

び
氏
名
を
別
紙
に
書
い
て
詠
進

　
　
　

歌
に
添
え
る
こ
と
。

　
　

イ
、
本
人
が
ワ
ー
プ
ロ
や
パ
ソ
コ
ン

　
　
　

な
ど
を
使
用
し
て
印
字
す
る
。
機

　
　
　

器
を
使
用
し
た
理
由
を
別
紙
に
書

　
　
　

い
て
詠
進
歌
に
添
え
る
こ
と
。

　
　

ウ
、
目
の
不
自
由
な
方
は
、
点
字

　
　
　

詠
進
可
能
。

●
募
集
締
切　

９
月
30
日
㈰

●
郵
送
の
あ
て
先

　
「
〒
１
０
０
｜
８
１
１
１　

宮
内
庁
」

　

封
筒
に
「
詠
進
歌
」
と
書
き
添
え
す

　

る
こ
と
。
詠
進
歌
は
折
っ
て
も
可
能
。

■
問
合
せ　

宮
内
庁
式
部
職
あ
て
に
、
郵

　

便
番
号
、
住
所
、
氏
名
を
書
き
、
返
信

　

用
切
手
を
は
っ
た
封
筒
を
添
え
て
、
９

　

月
20
日
㈭
ま
で
に
問
合
せ
て
く
だ
さ
い
。

　

宮
内
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

　

�http://w
w
w
.kunaicho.go.jp/12/

　
　

d12-08.htm
l

西
郷
村
職
員
採
用
候
補
者
試
験

●
採
用
職
種　

一
般
行
政
職（
大
卒
程
度
）

●
採
用
予
定　

若
干
名

●
受
験
資
格　

　

昭
和
47
年
４
月
２
日
か
ら
昭
和
61
年

４
月
１
日
ま
で
に
生
ま
れ
た
者
（
学

歴
は
問
い
ま
せ
ん
。）

※
日
本
国
籍
を
有
し
な
い
場
合
や
禁
錮

以
上
の
刑
の
執
行
が
終
わ
ら
な
い
場

合
な
ど
は
受
験
で
き
ま
せ
ん
。

●
申
込
期
間　

　

５
月
31
日
㈭
〜
６
月
29
日
㈮

　
（
た
だ
し
、
受
験
申
込
書
の
請
求
は
６

　

月
27
日
ま
で
で
す
。）

●
申
込
場
所　

西
郷
村
役
場　

総
務
課

●
申
込
方
法　

　

・
持
参　

受
験
者
本
人
以
外
で
も
受

　
　

け
付
け
ま
す
。

　

・
郵
送　

６
月
27
日
消
印
有
効

　

・
福
島
県
市
町
村
共
同
電
子
申
請
シ
ス
テ

　
　

ム
ア
ド
レ
スh

ttp
://e-m

adogu
ch
i.

　
　

jp
/

か
ら
入
り
、
西
郷
村
の
申
請
ペ
ー

　
　

ジ
か
ら
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。
た
だ

　
　

し
、
シ
ス
テ
ム
登
録
後
、
Ｉ
Ｄ
及
び
パ

　
　

ス
ワ
ー
ド
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

●
採
用
試
験
（
第
１
次
試
験
）

　

・
期
日　

７
月
29
日
㈰

　

・
場
所　

杉
妻
会
館

　
　
（
福
島
市
杉
妻
町
３―

45
）

　

・
科
目　

教
養
試
験
（
大
卒
程
度
）
等

●
資
料
請
求　

宛
名
を
書
い
た
返
送
用

　

封
筒
（
１
２
０
円
切
手
を
は
っ
た
Ａ

　

列
４
版
の
も
の
）
を
同
封
し
、
事
前

　

に
書
類
を
請
求
し
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ　

総
務
課

自
衛
官
募
集

　

防
衛
省
・
自
衛
隊
で
は
10
月
下
旬
入
隊

予
定
の
自
衛
官
（
２
等
陸
・
海
・
空
士
）

を
募
集
し
て
い
ま
す
。

●
試
験
日　

７
月
22
日
㈰

●
受
付
期
間　

６
月
18
日
㈪
〜
７
月
20
日
㈮

●
試
験
場
所　

陸
上
自
衛
隊
郡
山
駐
屯
地

※
受
験
内
容
や
各
種
資
料
、
志
願
票
の
請

　

求
な
ど
、
詳
し
く
は
、
左
記
ま
で
問
合

　

せ
て
く
だ
さ
い
。

■
問
合
せ

　

自
衛
隊
福
島
地
方
協
力
本
部　

　

白
河
地
域
事
務
所

　

☎
２
４
｜
０
３
７
２

税
務
職
員
募
集（
高
校
卒
業
程
度
）

　

仙
台
国
税
局
で
は
、
バ
イ
タ
リ
テ
ィ
あ
ふ

れ
る
職
員
を
募
集
し
て
い
ま
す
。

　

税
務
職
員
は
、
国
の
財
政
を
支
え
る
重
要

な
仕
事
を
担
い
ま
す
。
知
的
好
奇
心
に
満
ち

た
職
場
で
税
務
行
政
の
ス
ペ
シ
ャ
リ
ス
ト
へ

の
道
に
チ
ャ
レ
ン
ジ
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

●
受
験
資
格　

昭
和
61
年
４
月
２
日
か
ら

　

平
成
２
年
４
月
１
日
生
ま
れ
の
者

●
受
験
申
込
受
付
期
間

　

６
月
26
日
㈫
〜
７
月
３
日
㈫

●
試
験
期
日　

９
月
９
日
㈰

■
受
験
申
込
書
の
請
求
・
問
合
せ

　

人
事
院
東
北
事
務
局

　

☎
０
２
２
｜
２
２
１
｜
２
０
２
２

　

仙
台
国
税
局
人
事
第
二
課

　

☎
０
２
２
｜
２
６
３
｜
１
１
１
１

4
5
67

7

8
9
:
;
<
=
>
?
@
A
B
C7

7◎
西
郷
村
に
寄
付
さ
れ
た
方
を
ご
紹
介
し

ま
す
。

▼
山
崎
高
雄
さ
ん　

　
　
　
【
小
田
倉
】

　
（
４
月
23
日
、
故
山
崎
協
子
氏
の
遺
志
と

　

し
て
西
郷
村
社
会
福
祉
事
業
の
た
め
に
）

一
〇
〇
、〇
〇
〇
円
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校章の由来 

  教育目標

　～賢く・雄々しく・健やかな子どもの育成～              
○よく考える子ども        ○思いやりのある子ども                        
○自らきたえる子ども    ○すすんで働く子ども　

小田倉小学校の紹介

児童数 548 名 学級数 21 教職員数 30名

小田倉小学校の歴史　

近隣施設との交流学習　

　明治   8 年    小田倉小学校創立

　明治 34 年　 西郷第二尋常小学校と校名改称

　昭和 16 年　 西郷村小田倉国民学校と校名改称

　昭和 22 年　 学制改革で西郷村立小田倉小学校となる  

　昭和 46 年　 屋内体育館落成

　昭和 50 年　 学校創立 100 周年記念式典挙行

　昭和 57 年　 現在の校舎改築完了

　平成　7年　学校創立 120 周年記念式典挙行

　平成 17 年　学校創立 130 周年を迎える

小田倉小学校の特色ある教育活動
　

校　

歌土
橋
一
朗　

作
詞

橋
本
篤
也　

作
曲　

一
、
み
ち
の
く
空
の　

朝
あ
け
に

　
　

梅
ほ
こ
ろ
び
て　

春
を
呼
ぶ

　
　

牧
場
の
か
な
た　

雲
わ
き
て

　
　

学
び
の
窓
の　

夢
さ
そ
う

二
、
那
須
山
風
の　

さ
わ
や
か
に

　
　

希
望
の
歌
を　

の
せ
て
く
る

　
　

み
の
り
の
秋
の　

楽
園
に

　
　

白
菊
の
花　

咲
き
に
お
う

三
、
阿
武
隈
川
の
せ
せ
ら
ぎ
に

　
　

喜
び
の
声　

こ
だ
ま
す
る

　
　

高
き
理
想
を　

仰
ぎ
つ
つ

　
　

母
校
よ
永
遠
に　

栄
え
あ
れ

　

１　家畜改良センターとの交流
　独立行政法人家畜改良センターの海外研修生と本校の５年生が、
各国の遊びや伝統的な踊りなどをして交流学習を実施しています。

２　西郷養護学校との交流
　本校の５年生が西郷養護学校との交流学習を実施し、２学
期は、西郷養護学校文化祭への見学会、３学期は、自分たち
で出し物等を考え、交流会を実施しています。

３　太陽の国との交流
　本校の６年生が、春と秋の２回太陽の国（やまぶき荘等）を訪
問し、歌や演奏、劇などを発表し、交流学習を実施しています。

少人数指導
　１・２年生は３０人学級、３～６年生は、
３０人程度の学級を実施しています。
　また、５・６年生の学級へ算数科のみ担任　
外が入り、Ｔ・Ｔ（１学級に２名の先生で指　
導する。）や習熟度別学習を取り入れ、　個に　
応じたきめの細かい指導を実践しています。

体験学習（栽培活動）

　学校の畑で、さつ
まいもやミニとまとな
ど、さまざまな栽培活
動を行っています。ま
た地域の方の指導を受
け、菊の栽培も行い、
みごとな花を咲かすこ
とができました。

　地域に息づくぬくもりと創造性を大切にしな
がら、社会の変化に自ら対応できる心身ともに
たくましく、確かな学力と豊かな感性と強い体
力をそなえた国際人となるための基礎教育を実
現する。

▲海外の方との交流学習 ▲お年寄りとの交流学習

▲Ｔ・Ｔによる学習 ▲習熟度別による学習

　開拓前の小田倉地区の原野には、至る所に

柏の木が自生しており、地域にとっては愛着

のある樹木です。

　３枚の柏の葉の中に西郷村の「西」と「小田倉」

の文字を浮かべた、この校章は、学校・家庭・

地域が三位一体となって、子どもを賢く・雄々

しく・健やかに成長するのを援助し、見守る

姿を象徴しています。



日 月 火 水 木 金 土
1
生活総合相談所（9:00
文化センター）
特 設 人 権 相 談 所
（10:00 文 化センタ
ー）

22

3
さわやか直売所
（8:30 折口原農協
精米所前）
上羽天道念仏踊り
（12:30 上羽太コミ
ュニティセンター
前）

4
西郷村身体障が
い者福祉会総会
（11:00 ちゃぽラン
ド）

5
6 ～ 7 ヶ月児健康相談
（9:30 保健福祉セン
ター）
交通安全鼓笛パレード
（10:30 米小学校）
赤ちゃんの子育て講座
（13:30 保健福祉セン
ター）
少年少女バレーボール
教室（19:00 村民体育
館）

6
交通安全鼓笛パレ
ード（9:45 熊倉小
学校）

7
おはなし会（9:30
羽太小）

8
生活総合相談所（9:00
文化センター）
高齢者の男性のため
の料理教室（10:00
高齢者生活支援セン
ター）
1 歳 6 ヶ月児健康診
査（13:00 保健福祉
センター）

99

10
夏山遭難救助訓練
（7:30 阿武隈川源
流）
さわやか直売所
（8:30 折口原農協
精米所前）

1111
ポリオ予防接種～
12 日（13:00 保健
福祉センター）
母子手帳交付・健
康相談日（13:00
保 健 福 祉 セ ン
ター）
心配ごと相談会
（13:00 高齢者生活
支援センター）

12
少年少女バレーボー
ル教室（19:00 村民
体育館）

1313 1414
おひざにだっこの
おはなし会（10:30
文化センター）　
3 歳児健康診査
（13:00 保健福祉
センター）

1515
生活総合相談所
（9:00 文化センタ
ー）

1616
西郷っ子ふれあい
体験塾（9:00 文化
センター）

17
文化財巡り（8:00
柏野行政区特設コー
ス）
健康ウォーキング
（8:00 黒川公民館）
さ わ や か 直 売 所
（8:30 折口原農協精
米所前）

18
西白河方部赤十字奉
仕団総会（10:00 高
齢者生活支援センタ
ー）

19
少年少女バレーボー
ル教室（19:00 村民
体育館）

20
川谷小・荒浜小交流
沢登り（8:30 甲子）
おはなし会（9:30
小田倉小）
健康料理教室（9:45
保健福祉センター）
民生児童委員協議会
定例会（13:30 高齢
者生活支援センタ
ー）

21
健 康 料 理 教 室
（9:45 保健福祉セ
ンター）

22
生活総合相談所（9:00
文化センター）
第 14 回西郷村総合
美術展～ 24日（9:00
文化センター）
1 歳 6 ヶ月児健康診
査（13:00 保健福祉
センター）

2323

24
さわやか直売所（8:30
折口原農協精米所前）
源流の郷わくわく健
康ウォーキング・西郷
ふれあい祭（9:00
新甲子一円）

25
行政相談所（10:30
文化センター）
母子手帳交付・健康
相談日（13:00 保健
福祉センター）
心配ごと特別相談会
（13:10 高齢者生活
支援センター）

26
少年少女バレーボー
ル教室（19:00 村民
体育館）

27
歯科クリニック
（幼児 13:00、6 歳
児 13:45 保健福祉
センター）

2828 29
生活総合相談所
（9:00 文 化 セ ン
ター）
世代間交流（10:00
まきば保育園）

3030

2007 年 6 月
June行事
レカ ンダー

●今月の顔────
                             3 歳児健康診査（4/26)
          　　　　に来ていた陽気な子どもたちです。

★県南地域の主な行事です
・ 6/1 ～ 3リゾートトラストレディス（グランデｨ那須白河）
・6/1 ～ 30 白河バラ園（城山公園内 9:00）
・6/3 あそびの学校「アートなオリジナル傘」（ジャスコ白
河西郷店 13:30）

・6/3 久慈川鮎釣り解禁（矢祭町）

・6/3 愛宕神社祭礼（塙町）
・6/3 さわやか高原ロードレース大会（鮫川村）
・6/14 牛頭天王祭（表郷河東田地区）
・6/24  花火の里浅川ロードレース大会（浅川町）
・6/30   石庖丁づくり（まほろん 10:00）

人口と世帯数（5月 1日現在）人口 19,678 人（前月比 +67）男 9,934 人（+46）女 9,744 人（+21）世帯数 6,398 戸（+66）

・発行/西郷村　・編集/企画調整課　〒961-8501　福島県西白河郡西郷村大字熊倉字折口原40　☎(0248)25-1111（代表）

・アドレス  http://www.vill.nishigo.fukushima.jp/ ・E-mail  kikaku@vill.nishigo.fukushima.jp
古紙配合率 100％再生紙を使用しています。


